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発信主義と到達主義
　納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に
到達した時とする「到達主義」とされていますが、郵便又は信書便
により提出された確定申告書などの納税申告書（添付書類及び関
連提出書類を含む）については、通信日付印により表示された日
を提出日とみなす「発信主義」とされています。
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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH
20日・春分の日

国　税／ 令和2年分所得税の確定申
告 2月16日～3月15日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月15日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月15日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月10日

国　税／ 個人事業者の令和2年分消
費税の確定申告 3月31日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 3月31日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 3月31日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 3月31日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月15日



3 月号─2

　

遺
族
に
対
す
る
公
的
な
給
付
に

は
、
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
保
険
注

の
年
金
給
付
や
労
災
保
険
の
年
金

（
又
は
一
時
金
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

注　

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
に

「
被
用
者
年
金
一
元
化
法
」
が
施

行
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
厚
生
年
金
と

共
済
年
金
に
分
か
れ
て
い
た
年
金

制
度
は
、
厚
生
年
金
保
険
に
統
一

さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
世
帯
の
生
計
を
維
持
し

て
い
た
者
の
死
亡
に
よ
り
、
残
さ
れ

た
遺
族
が
受
給
す
る
こ
と
の
で
き
る

給
付
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
制
度
で
は
受
給
要
件

や
年
金
額
の
計
算
に
お
い
て
制
度
改

正
時
の
経
過
措
置
や
特
例
的
な
扱
い

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
主
な
も

の
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

詳
細
は
、
最
寄
り
の
年
金
事
務
所

（
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
）、
労

働
基
準
監
督
署
（
労
災
保
険
）
に
て

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

一
　
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険

㈠
　
概
要

　

遺
族
年
金
に
は
、
国
民
年
金
か
ら

支
給
さ
れ
る
「
遺
族
基
礎
年
金
」
と

厚
生
年
金
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
る

「
遺
族
厚
生
年
金
」が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
労
災
保
険
で
は
「
業
務
上
ま
た

は
通
勤
途
中
」
の
被
災
で
死
亡
し
た

と
き
に
支
給
さ
れ
る
の
に
対
し
、
国

民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
で
は
業
務

上
外
に
関
わ
ら
ず
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
業
務
上
ま
た
は
通

勤
途
中
の
被
災
で
死
亡
し
た
と
き
に

は
、
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
と

労
災
保
険
の
給
付
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
（
こ
の
場
合
、
労
災

の
年
金
給
付
の
一
部
が
減
額
さ
れ
ま

す
）。

㈡
　
国
民
年
金

①
　
亡
く
な
っ
た
者
の
要
件

　

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
者

の
死
亡
が
要
件
で
す
。

a　

国
民
年
金
の
被
保
険
者

b　

国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ

た
六
〇
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
者

で
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
て

い
た
者

c　

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
・

受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
た
者

（
保
険
料
納
付
済
期
間
等
を
合
算

し
た
期
間
が
二
五
年
以
上
あ
る
者

に
限
り
ま
す
）

②
　
保
険
料
納
付
要
件

　

①
の
a
・
b
に
該
当
す
る
と
き
は
、

保
険
料
の
納
付
要
件
も
あ
り
ま
す
。

　

原
則
と
し
て
、
死
亡
月
の
前
々
月

ま
で
の
被
保
険
者
期
間
に
、
保
険
料

納
付
済
期
間
（
保
険
料
免
除
期
間
を

含
み
ま
す
）
等
が
三
分
の
二
以
上
あ

る
こ
と
が
要
件
で
す
。
た
だ
し
、
令

和
八
年
三
月
末
ま
で
は
、
六
五
歳
未

満
の
者
の
死
亡
の
場
合
、
死
亡
月
の

前
々
月
ま
で
の
直
近
一
年
間
に
保
険

料
の
未
納
が
な
け
れ
ば
、
保
険
料
納

付
要
件
を
満
た
し
ま
す
。

③
　
受
給
者

　

死
亡
し
た
者
に
よ
り
生
計
を
維
持

し
て
い
た
次
の
い
ず
れ
か
の
者
が
対

象
で
す
（
年
収
八
五
〇
万
円
未
満
の

者
に
限
り
ま
す
）。

・
子
の
あ
る
配
偶
者

・
子

　

な
お
、「
子
」
と
は
、
一
八
歳
到

達
年
度
の
年
度
末
を
経
過
し
て
い
な

い
子
ま
た
は
二
〇
歳
未
満
で
障
害
年

金
の
障
害
等
級
一
級
・
二
級
に
該
当

す
る
現
に
婚
姻
し
て
い
な
い
子
に
限

ら
れ
ま
す
。

　

配
偶
者
が
受
給
で
き
る
の
は
、
年

齢
又
は
障
害
の
要
件
を
満
た
す
子
が

あ
る
場
合
の
み
で
す
が
、
夫
に
つ
い

て
は
平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
に
妻

が
死
亡
し
た
場
合
に
限
り
ま
す
。

④
　
年
金
額

　

年
金
額
は
次
の
と
お
り
で
す
（
令

和
二
年
度
額
）。

・
配
偶
者
が
受
け
る
と
き

　
　

七
八
万
一
、七
〇
〇
円
＋
子
の

加
算
額

・
子
が
受
け
る
と
き

　
　

七
八
万
一
、七
〇
〇
円
＋
二
人

目
以
降
の
子
の
加
算
額

　

な
お
、
子
の
加
算
額
は
、
一
人
目
、

二
人
目
が
二
二
万
四
、九
〇
〇
円
、

三
人
目
以
降
は
七
万
五
、〇
〇
〇
円

で
す
。

　

配
偶
者
が
な
く
、
子
が
受
給
権
者

と
な
る
と
き
は
、
前
記
の
「
子
が
受

け
る
と
き
」
の
額
を
子
の
数
で
割
っ

た
額
が
一
人
当
た
り
の
額
と
な
り
ま

す
。
例
え
ば
、
兄
弟
が
三
人
で
は

一
〇
八
万
一
、六
〇
〇
円
（
七
八
万

知っておこう
遺族に対する
公的給付　　
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一
、七
〇
〇
円
＋
二
二
万
四
、九
〇
〇

円
＋
七
万
五
、〇
〇
〇
円
）
を
三
で

割
っ
た
額
が
子
一
人
あ
た
り
の
受
給

額
で
す
。

㈢
　
厚
生
年
金
保
険

①
　
亡
く
な
っ
た
者
の
要
件

　

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
者

の
死
亡
が
要
件
で
す
。

a　

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

b　

被
保
険
者
期
間
中
に
初
診
日

が
あ
る
傷
病
が
原
因
で
、
初
診
日

か
ら
五
年
以
内
に
死
亡

c　

障
害
等
級
一
級
ま
た
は
二
級

の
障
害
厚
生
（
共
済
）
年
金
の
受

給
権
者

d　

老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
・

受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
た
者

（
保
険
料
納
付
済
期
間
等
を
合
算

し
た
期
間
が
二
五
年
以
上
あ
る
者

に
限
る
）

②
　
保
険
料
納
付
要
件

　

①
の
a
・
b
に
該
当
す
る
と
き
は
、

保
険
料
の
納
付
状
況
も
要
件
の
一
つ

と
さ
れ
、
前
述
の
国
民
年
金
と
同
様

の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。

③
　
受
給
者

　

死
亡
し
た
者
に
よ
り
生
計
を
維
持

し
て
い
た
者
（
年
収
要
件
は
遺
族
基

礎
年
金
と
同
じ
）
で
次
の
よ
う
に
優

先
順
位
が
定
め
ら
れ
、
上
位
者
に
権

利
が
確
定
し
た
場
合
、
下
位
者
の
権

利
は
な
く
な
り
ま
す
。

１　

配
偶
者
又
は
子

・
子
の
な
い
三
〇
歳
未
満
の
妻
ま
た

は
三
〇
歳
到
達
時
前
に
子
を
有
し

な
く
な
っ
た
妻
は
そ
の
と
き
か
ら

五
年
間
の
有
期
給
付

・
夫
は
五
五
歳
以
上
の
者
で
支
給
開

始
は
六
〇
歳
か
ら
で
す
が
、
遺
族

基
礎
年
金
を
受
給
で
き
る
場
合
は

六
〇
歳
前
で
あ
っ
て
も
受
給
可

・
子
は
、
前
述
の
遺
族
基
礎
年
金
同

様
の
年
齢
、
障
害
等
級
、
婚
姻
の

有
無
の
要
件
あ
り

２　

父
母
（
夫
と
同
様
の
年
齢
制
限

が
あ
り
）

３　

孫（
子
と
同
じ
要
件
が
あ
り
）

４　

祖
父
母
（
夫
、
父
母
と
同
様
の

年
齢
制
限
が
あ
り
）

　

な
お
、
遺
族
基
礎
年
金
の
要
件
を

満
た
す
配
偶
者
や
子
に
つ
い
て
は
、

遺
族
厚
生
年
金
も
併
給
で
き
ま
す
。

④
　
年
金
額

　

死
亡
し
た
者
の
老
齢
厚
生
年
金
の

報
酬
比
例
部
分
に
相
当
す
る
額
（
参

考
）の
四
分
の
三
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
参
考
）
老
齢
厚
生
年
金
の
額
は
「
平

均
標
準
報
酬
額
×
五
・
四
八
一
／

一
〇
〇
〇
×
被
保
険
者
期
間
の
月

数
」　

等
の
算
式
で
求
め
ま
す
。
平

成
十
五
年
三
月
ま
で
の
被
保
険
者
期

間
の
有
無
や
死
亡
者
の
生
年
月
日
に

応
じ
て
計
算
式
が
変
わ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
被
保
険
者
期
間
が
三
〇
〇

月
（
二
五
年
）
に
満
た
な
い
者
は
、

三
〇
〇
月
と
み
な
し
て
計
算
し
、
年

金
額
が
低
額
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す

る
取
扱
い
も
あ
り
ま
す
。

二
　
労
災
保
険

　

労
働
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
、
そ

の
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

た
者
に
対
し
遺
族
給
付
（
年
金
又
は

一
時
金
）が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
業
務
上
災
害
・
通
勤
災
害
・

複
数
就
業
者
の
災
害
の
い
ず
れ
か
に

よ
り
給
付
名
は
変
わ
り
ま
す
。

①
　
受
給
者

　

遺
族
補
償
年
金
は
、
労
働
者
の
死

亡
当
時
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を

維
持
し
て
い
た
配
偶
者
、
子
、
父
母
、

孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
の
う
ち
、

最
先
順
位
者
（
受
給
権
者
）
に
対
し

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

妻
以
外
の
遺
族
は
、
労
働
者
の
死

亡
の
当
時
に
六
〇
歳
以
上
ま
た
は

一
八
歳
到
達
年
度
の
年
度
末
ま
で
で

あ
る
か
、
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
労
災
保
険
で
は
先
順
位
の

者
が
婚
姻
や
死
亡
等
に
よ
り
受
給
権

を
失
っ
た
と
き
は
、
次
順
位
の
者
に

対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
（
転
給
と
い

い
ま
す
。
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
保

険
に
は
転
給
の
仕
組
み
が
あ
り
ま
せ

ん
）。

　

遺
族
補
償
一
時
金
は
、
遺
族
補
償

年
金
を
受
給
で
き
る
遺
族
が
い
な
い

と
き
等
に
、
一
定
の
遺
族
に
対
し
て

支
給
さ
れ
ま
す
。

②
　
受
給
額

　

遺
族
補
償
年
金
の
受
給
額
は
、「
給

付
基
礎
日
額
（
死
亡
し
た
労
働
者
の

平
均
賃
金
）
×
日
数
」
で
計
算
し
た

も
の
を
毎
年
支
給
し
ま
す
。

　

日
数
は
、
前
述
の
受
給
資
格
者
の

数
に
応
じ
、
一
五
三
日
分
（
一
人
）

か
ら
二
四
五
日
分
（
四
人
以
上
）
の

範
囲
と
さ
れ
ま
す
。

　

遺
族
補
償
一
時
金
は
、
給
付
基
礎

日
額
の
一
、〇
〇
〇
日
分
で
す
。

③
　
特
別
支
給
金

　

遺
族
補
償
年
金
や
遺
族
補
償
一
時

金
と
は
別
に
、特
別
支
給
金
と
し
て
、

遺
族
特
別
支
給
金
（
定
額
で

三
〇
〇
万
円
）
や
遺
族
特
別
年
金
・

一
時
金
も
支
給
（
賞
与
に
基
づ
い
て

支
給
額
を
算
出
）さ
れ
ま
す
。
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　未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」
したために、賃金が支払われないまま退職
した労働者に対して、その未払賃金の一定
範囲について労働者健康安全機構が事業主
に代わって支払う制度です。
　立替払を受けることができるのは、次の
要件を満たしている場合です。
１　使用者の要件
①　1年以上事業活動を行っていたこと
②　倒産したこと
　倒産は、大きく分けて次の2つの場合が
あります。
イ　法律上の倒産
　　この場合は、破産管財人等に倒産の事
実等を証明してもらう必要があります。
必要な用紙は労働基準監督署に備え付け
てあります。

ロ　事実上の倒産
　　中小企業の事業活動が停止し、再開す

る見込みがなく、賃金支払能力がない場
合が該当します。労働基準監督署長の認
定を受けるため、労働基準監督署に認定
の申請をする必要があります。

２　労働者の要件
　倒産について裁判所への申立て等（法律
上の倒産の場合）又は労働基準監督署への
認定申請（事実上の倒産の場合）が行われ
た日の6か月前の日から2年の間に退職し
た者であること。
３　立替払の対象賃金
　労働者が退職した日の6か月前から立替
払請求日の前日までに支払期日が到来して
いる定期賃金と退職手当のうち、未払とな
っているものです。賞与は立替払の対象と
はならず、また、未払賃金の総額が2万円
未満の場合も対象とはなりません。
４　立替払をする額
　立替払をする額は、未払賃金の額の8割
です。ただし、退職時の年齢に応じて88
万円～ 296万円の範囲で上限が設けられ
ています。

未払賃金立替払制度

　令和3年4月より、国民年金の保険料免
除基準が改正され、未婚のひとり親が申請
全額免除の対象者となります。
　従来は、婚姻経験がある者で、配偶者と
死別・離婚した者が対象でしたが、未婚の
ひとり親であって、前年所得が135万円
以下の者についても免除対象者として追加
されました。
　従来の障害者や寡婦に対する申請免除の
所得要件は、前年所得が125万円以下の
者とされていましたが、こちらも135万
円に引き上げられます。
　将来の老齢年金額を計算するときは、免
除期間は保険料を全額納めた時に比べて2
分の1（平成21年3月までの免除期間は3
分の1）として計算されるため、受給する
年金額を増額するには、保険料を後から納
める（追納）必要があります。
　追納は過去10年に遡って行うことがで
きます。

未婚ひとり親の年金保険料免
除の創設　
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